
 

 

様式第１号の２(第４条の３関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画（変更計画）書 

  令和7年6月14日   

（宛先）さいたま市長          

 

             提出者 

住 所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル31F 

      氏  名 三井ホーム株式会社埼玉・栃木建設事業部 部長 一瀬 裕 

電話番号 048-691-2437、028-614-1136（担当） 

さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例第１２条の２第１項の規定に

より、2025年度の産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成・変更した

ので、提出します。 

事 業 所 の 名 称 三井ホーム株式会社 埼玉・栃木建設事業部 

事 業 所 の 所 在 地 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル31F 

計 画 期 間 令和7年4月1日～令和8年3月31日 

変 更 の 概 要 - 

当該事業所において現に行っている事業に関する事項 
 

①事業の種類 06 総合工事業 

②事業の規模 元請完成工事高 31憶499万円（さいたま市内の事業場） 

③従 業 員 数 120名 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 
別紙①の通り 

 



 

 

(第２面) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

別紙②の通り 

 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和6年度）実績】       

産業廃棄物の種類 別紙③の通り  

排 出 量 936.98ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

１）ＯＳプレカット推進の対象エリアを更に拡大する事により木材投入量を削減し、結果と

して現場排出量を抑制した。 

２）屋根材・軒天合板・断熱材プレカット推進の対象エリアを更に拡大する事により投入量

を削減し、結果として現場排出量を抑制した。 

３） 現場投入量の削減策を検討し、試行した。 

４） 部資材ロット単位や拾い基準の見直しにより排出量の削減を推進した。 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 別紙③の通り  

排 出 量 843.28ｔ ｔ 
（今後実施する予定の取組） 

１）ＯＳプレカットを継続して実施する事により木材投入量を削減し、結果として現場排出

量を抑制する。 

２）部資材ロット単位や拾い基準の見直しによる排出量の削減を推進する。 

３）造作材プレカット・省梱包化・養生材の再利用の検討をし、実施する事で現場排出量を

抑制する。 

４）現場分別の徹底策を実施し、現場排出量の体積を減量化する事で現場排出量を抑制す

る。 

産業廃棄物の分別に関する事項 

 

① 現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

1）新築系産業廃棄物は、原則以下の品目ごとに分別し排出するよう、関係各位への指導・

徹底を行った。 

＜袋詰め排出＞①廃石膏ボード②廃プラスチック類③木くず④紙くず⑤金属くず⑥その他（

ガラス陶磁器くず、コンクリートガラ他） 

＜束ねて排出＞⑦長尺材（ランバー等はカットのうえ束ねる）⑧段ボール 

２）解体系産業廃棄物は建設リサイクル法の定める手順の遵守、分別排出の推進を 

指導した。また、特定品目の再資源化施設への処理委託を推進した。 

②計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

１）新築系産業廃棄物は、原則以下の品目ごとに分別し排出する。 

＜袋詰め排出＞①廃石膏ボード②廃プラスチック類③木くず④紙くず⑤金属くず⑥その他（

ガラス陶磁器くず、コンクリートガラ他） 

＜束ねて排出＞⑦長尺材（ランバー等はカットのうえ束ねる）⑧段ボール 

２）解体系産業廃棄物は建設リサイクル法の定める手順を遵守し、分別解体を行う。 

また、特定品目（木くず、コンクリート）の再資源化施設への処理委託を行う。 

 



 

 

（第３面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和6年度）実績】 

産業廃棄物の種類 -  

自ら再生利用を行った
産業廃棄物の量 

0ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 -  

自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量 0ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和6年度）実績】  

産業廃棄物の種類 -  

自ら熱回収を行った
産業廃棄物の量 0ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量した 
産業廃棄物の量 

0ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

②計画 

【目標】   

産業廃棄物の種類 -  

自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量 0ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量する 
産業廃棄物の量 0ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 



 

 

（第４面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和6年度）実績】 

産業廃棄物の種類 -  

自ら埋立処分又は 
海洋投入処分を行った 
産業廃棄物の量 

  0ｔ    ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 -  

自ら埋立処分又は 
海洋投入処分を行う 
産業廃棄物の量 

  0ｔ    ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ① 現状 

【前年度（令和6年度）実績】  

産業廃棄物の種類 別紙③の通り  

全処理委託量 936.98ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への 
処理委託量 別紙③の通り ｔ 

再生利用業者への 
処理委託量 別紙③の通り ｔ 

認定熱回収業者への
処理委託量 0ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処理委託量 

0ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

１）産業廃棄物の処理は、委託契約を締結した収集運搬業者と処理処分業者のみに委託する

ことを徹底している。 

２）廃棄物の発生から最終処分が終了するまでの処理の工程を把握するため廃棄物処理体制

表を作成。処理ルートの変更があった場合は委託契約の変更等、必要な手続きを速やかに行

った。 

３）廃棄物管理票（マニフェスト）により、最終処分までの工程の確認を行った。 

４）新築系においては可能な限り袋詰め分別を行い、解体系においては現場での分別排出（

解体）及び再資源化施設での処理委託を推進した。 

５）委託契約先処理施設の現地確認を行い、委託に適する業者か否か確認した。 



 

 

（第５面） 

 ②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 別紙③の通り  

全処理委託量 843.28ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への

処理委託量 
26.00ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処理委託量 
839.49ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処理委託量 
0ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処理委託量 

0ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 
１）産業廃棄物の収集運搬、処理処分を委託する場合には、事前に収集運搬業者と処理処分

業者のそれぞれ個別に書面により委託基本契約を締結する。 

２）処理の工程の確認は、廃棄物管理票（マニフェスト）により行う。 

３）新築系においては可能な限り袋詰め分別排出を行い、解体系においては現場での分別排

出(解体)及び再資源化施設での処理委託を推進する。 

４）委託契約先処理施設の現地確認をおこなう。 

中間処理場・リサイクル施設および積替え保管場所－年1回 

最終処分場－３年に１回 

※事務処理欄   



 

 

（第６面） 

備考 
１  事業所において常時使用される従業員数が３００人以上の製造業者、事業所にお
いて常時使用される従業員数が１００人以上若しくは資本金（あるいは出資金）の
額が５，０００万円以上の建設業者、一日当たりの施設能力が３０万㎥以上の浄水
場管理者等又は一日当たりの施設能力が３万㎥以上の下水道終末処理場管理者等が
事業所ごとに作成すること。 

２ 当該年度の６月３０日までに提出すること。ただし、災害その他やむを得ない事
由により当該期限内に当該提出をすることができないと認められるときは、市長が
定める期限までに提出すること。 

３ 「変更の概要」の欄は、処理計画の内容を変更する場合に記入することとし、 
その記入に当たっては、変更をした部分について、変更前及び変更後の概要を対照
させること。 

４ 「当該事業所において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って
記入すること。 

  ⑴ ①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 
  ⑵ ②欄には、製造業における製造品出荷額（前年度実績）、建設業における元請

完成工事高（前年度実績）、医療機関における病床数（前年度末時点）等、業種
に応じて事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

  ⑶ ④欄には、当該事業所において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分
が終了するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を
含む。）を記入すること。 

５ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ご
とに、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産
業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の
実績、目標及び取組を記入すること。 

 ６ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、
全処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理
及び清掃に関する法律施行令第６条の１１第２号に該当する者）への処理委託量、
再生利用業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１５条の４の２第１項の認定
を受けた者）への処理委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関
する法律第１５条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理
委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理
委託量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

 ７ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄
に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付する
こと。産業廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙の
とおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。ま
た、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、「―」を記入すること。 

８ ※事務処理欄は記入しないこと。 
 

注 様式は日本産業規格Ａ４により作成すること。 

 



別紙①

④ 産業廃棄物の一連の処理の工程

がれき類 破砕（委託） 再生利用

ガラス・陶磁器 破砕（委託） 再生利用（委託）、安定型埋立処分（委託）

廃プラスチック 破砕・圧縮（委託）
再生利用（委託）、サーマルリサイクル（委託）、安定
型埋立処分（委託）

金属くず 破砕（委託） 再生利用（委託）

紙くず 破砕（委託） 再生利用（委託）、サーマルリサイクル（委託）

木くず 破砕（委託） 再生利用（委託）、サーマルリサイクル（委託）

繊維くず 破砕（委託） サーマルリサイクル（委託）

廃石膏ボード 破砕（委託） 再生利用（委託）、管理型埋立（委託）

石綿含有廃棄物 埋立（委託） 管理型埋立処分（委託）

混合廃棄物 破砕（委託） 管理型・安定型埋立処分・再生利用（委託）

種　　類 中間処理 最終処分

燃え殻（廃プラ・木くず・
紙くず・繊維くずより）

- 管理型埋立（委託）



別紙②

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

職位

権限

職位

権限

　廃棄物処理担当者

三井ﾎｰﾑ 部・支社・ＦＣ会社工事担当者・ｵｰﾅｰｻﾎﾟｰﾄ担当者・ﾘﾌｫｰﾑ担当者

廃棄物処理責任者の命を受け、廃棄物処理に関する業務を遂行する。

　廃棄物処理責任者

職位

MH建設事業部生産ｸﾞﾙｰﾌﾟ長・施工ｸﾞﾙｰﾌﾟ長・ｵｰﾅｰｻﾎﾟｰﾄ部技術室長・ﾘﾌｫｰﾑ営業室長、

及びFC会社技術責任者もしくは廃棄物処理統括責任者が任命する者

　部下を指揮・監督し、廃棄物処理に関する業務を遂行する。

　廃棄物処理統括責任者

職位
三井ホーム各支社の建設事業部長、営業部長、及び

ＦＣ会社技術責任者


権限
廃棄物処理に関する三井ホーム部・支社及びＦＣ会社の最高責任者とし

て、部下を指揮・監督し、業務執行を統括する。

　廃棄物処理担当者 埼玉・栃木建設事業部　施工グループ　工事担当者

　廃棄物管理責任者

三井ホーム　本社　建設事業推進部長

権限
産業廃棄物に関する業務の責任者として、三井ホーム部・支社及びＦＣ会社の業務遂行を指揮・管理する。

　廃棄物管理責任者 三井ホーム　本社　建設事業推進部長

　廃棄物処理統括責任者 埼玉・栃木建設事業部長

　廃棄物処理責任者 埼玉・栃木建設事業部　施工ｸﾞﾙｰﾌﾟ長



別紙③

産業廃棄物処理計画－内訳書－

１．前年度の産業廃棄物発生量

（単位：ｔ/年）

がれき類 ガラス･陶磁器 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 金属くず 混合(安定) 紙くず 木くず 繊維くず 混合(管理) 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

排出量
-実績- 469.27 0.80 145.69 0.28 0.26 0.12 274.35 0.00 1.56 44.65 936.98

がれき類 ガラス･陶磁器 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 金属くず 混合(安定) 紙くず 木くず 繊維くず 混合(管理) 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

排出量
-実績- 1.48 0.80 0.00 0.28 0.26 0.00 26.08 0.00 0.00 0.00 28.90

がれき類 ガラス･陶磁器 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 金属くず 混合(安定) 紙くず 木くず 繊維くず 混合(管理) 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

排出量
-実績- 467.79 0.00 145.69 0.28 0.00 0.12 274.23 0.00 0.00 44.65 932.76

がれき類 ガラス･陶磁器 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 金属くず 混合(安定) 紙くず 木くず 繊維くず 混合(管理) 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

排出量
-実績- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

がれき類 ガラス･陶磁器 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 金属くず 混合(安定) 紙くず 木くず 繊維くず 混合(管理) 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

排出量
-実績- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

２．本年度の目標

（単位：ｔ/年）

がれき類 ガラス･陶磁器 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 金属くず 混合(安定) 紙くず 木くず 繊維くず 混合(管理) 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

排出量
-目標- 422.34 0.72 131.12 0.25 0.23 0.11 246.92 0.00 1.40 40.19 843.28

がれき類 ガラス･陶磁器 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 金属くず 混合(安定) 紙くず 木くず 繊維くず 混合(管理) 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

排出量
-目標- 1.33 0.72 0.00 0.25 0.23 0.00 23.47 0.00 0.00 0.00 26.00

がれき類 ガラス･陶磁器 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 金属くず 混合(安定) 紙くず 木くず 繊維くず 混合(管理) 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

排出量
-目標- 421.01 0.00 131.12 0.25 0.00 0.11 246.81 0.00 0.00 40.19 839.49

がれき類 ガラス･陶磁器 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 金属くず 混合(安定) 紙くず 木くず 繊維くず 混合(管理) 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

排出量
-目標- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

がれき類 ガラス･陶磁器 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 金属くず 混合(安定) 紙くず 木くず 繊維くず 混合(管理) 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

排出量
-目標- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

優良認定処理業者への処理委託量
総合計

再生利用業者への処理委託量
総合計

総合計

認定熱回収業者以外熱回収を行う業者への処理委託量
総合計

認定熱回収業者への処理委託量

総合計

総合計

認定熱回収業者への処理委託量
総合計

認定熱回収業者以外熱回収を行う業者への処理委託量

全処理委託料の種類

総合計

総合計

全処理委託量の種類

総合計

優良認定処理業者への処理委託量

再生利用業者への処理委託量

事業場の名称
三井ホーム株式会社 埼玉・栃木建設事業部

さいたま市内の事業場


